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新富町の町営公共交通利用ガイド

　日頃から新富町の町営公共交通をご利用いただきありがとうございます。
　本町では、市街地の人口密集地においては循環型の「コミュニティバス」を、町内
全域では、乗合タクシー「トヨタク」を運行しています。
　コミュニティバスは１台体制で８便運行とし、乗合タクシーは２台体制で運行して
います。

町内全域に設置してある 130 箇所以上の停留所から停留所の間で運行しています。

運休日は 12 月 29 日から１月３日までです。

２台体制で運行しています。

国道 10 号周辺の商業施設、病院、温泉などの施設を中心に巡回します。

毎日８時 15 分から 17 時までの運行で、１台で８便運行します。　

運休日は 12 月 29 日から１月３日までです。　

EV バスで運行しています。

乗合タクシー

新富町コミュニティバス
※詳細は、別紙の「令和７年度新富町コミュニティバス
　時刻表」をご覧ください。

※詳細は、この冊子の「新富町乗合タクシー「トヨタク」
　の利用方法」をご覧ください。

２．乗車する停留所にお迎えに行きます。

お問合せ先　新富町役場　総合政策課　企画政策係　　電話　０９８３－３３－６０１２

お使いの携帯電話やスマートフォンから、 いつでも配車予約ができます。

ただし、 ご予約しただけでは、 配車は確定しません。

予約確定状況については、 メールを送信しますので、 そちらを必ずご確認ください。

※土日祝日の運行分の当日予約は対応できませんので、 前平日受付時間までのご予約ください。


